
農地集積・集約化等について 

平 成 ２ ５ 年 ９ 月 ３ 日 

資料５－２ 



利用権 
設定 

(純増分) 

 １．農地集積・権利移動の状況 
  ① 農地の権利移動面積（フロー）の推移 

○ 昭和50年の農用地利用増進事業の創設以降、利用権(賃借権等)設定による農地流動化を推進。 
○ 平成５年の認定農業者制度の創設、平成６年の認定農業者に対するスーパーＬ資金の創設により、 
  利用権(賃借権等） 設定による農地流動化が加速。 
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（備考）１．農林水産省経営局農地政策課調べ 
          ２．純増分＝利用権設定－利用権の更新分－利用権の解約等 

（暦年） 
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 １．② 農地面積に占める担い手の利用面積（ストック） 

○ 担い手の利用面積（所有権又は賃借権等の集積面積：ストック）は､平成22年には、226万haとなり、 
 農地面積全体に占める割合は49.1％となっている。 

（備考）１．農林水産省統計部「集落営農実態調査」､「耕地及び作付面積統計」及び経営局農地政策課調べ 
          ２．担い手の利用面積とは､認定農業者（特定農業法人を含む）､市町村基本構想の水準到達者､特定農業団体（平成15年度から）､集落内        
       の営農を一括管理・運営している集落営農（平成17年度から）が、所有権、利用権、作業委託（基幹３作業）により経営する面積。 
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 １．③ ２０ha以上の経営体の耕作するシェア 

○ 農地流動化の結果、20ha以上の経営体が耕作する面積シェアは、平成22年には、土地利用型農業の 
  農地面積全体の３２％となっている。 

 (備考) １． 農林水産省大臣官房統計部 ｢農林業センサス」、「耕地及び作付面積統計」に基づく試算。 
      ２  土地利用型農業の耕地面積合計は、耕地及び作付面積統計の全耕地面積から、樹園地面積、田で野菜を作付けている面積、畑で野菜を作付け 
         している延べ面積を除いた数値。 
       ３．   平成22年は農業経営体の数値。平成2年及び平成12年の数値は、販売農家と販売目的の農家以外の農業事業体の結果を合わせた数値である。 
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① 経営耕地面積規模別の家族経営体数 

○ 全体の家族経営体数が減少する中（平成22年で163万戸）、５ha以上層は増加。なお、ある程度の規模に 
   なると法人化しているケースも多いとみられる。 
○ 農地シェアで見ると、平成22年には、５ha以上層が家族経営全体の45％を占めるに至っている。 

（備考）１．農林水産省統計部「農林業センサス」により作成。 
           ２．昭和60年までは総農家、平成２年以降は販売農家。 
           ３．平成２年の集積割合は、各階層の農家数（２年）と 
       平均経営耕地面積（７年）により推計。 

② 経営耕地面積規模別の農地集積割合 

（％） 

10ha 
以上 

５ha 
以上 

20ha 
以上 

10ha 
以上 

５ha 
以上 

20ha 
以上 

昭和45年 50年 55年 60年 平成２年 ７年 12年 17年 22年

全家族経営体数 540.2 495.3 466.1 437.6 297.1 265.1 233.7 196.3 163.1 

（単位：万戸）

 ２．担い手の動向  （１）家族経営体の動向  

４ 
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○ 法人経営体数は、この10年で２倍以上に増加しており、農地面積全体に占めるシェアも増加。 
○ 平成22年の50ha以上の法人経営体は７％、法人経営体全体の農地面積の50％。 

20ha以上の法人経営体は22％、法人経営全体の農地面積の80％。 

① 法人経営体数 （法人） 

② 農地面積全体に占める法人の農地利用面積の割合 

③ 経営耕地面積規模別の経営体数と農地面積（22年） 

（備考）１．農林水産省統計部「農林業センサス」、「面積統計」により
作成。 

２．法人経営は、農家以外の農業事業体のうち販売目的のも
ので、平成２年までは会社のみであり、平成７年からは農事
組合法人、農協、特例民法法人等を含む。 

（単位：法人、万ha、％）

20ha未満 20～30 30～50 50ha以上 計

9,706 946 931 928 12,511 

(78) (8) (7) (7) (100)

3.8 2.3 3.5 9.6 19.3 

(20) (12) (18) (50) (100)

経営体数

農地面積

 ２. （２）法人経営体の動向  ① 経営体数と農地面積 

５ 



○ 平成22年の販売金額１億円以上の法人経営体数は3,036で、法人経営全体の24％。 

○ 法人経営体の約４割が６次産業化に取り組んでおり、その８割が直接販売を、４割が農産物の加工を実施。 

① 農産物販売金額規模別の法人経営体数（22年） 

（備考）農林水産省統計部「農林業センサス」により作成。 

② 法人経営体の経営の多角化（22年） 

（単位：法人、％）

経営体数

計 12,511 (100)

１億円以上 3,036 (24)

うち３億円以上 1,164 (9)

うち５億円以上 648 (5)

（単位：法人、％）

5,391 (100) 

消費者に直接販売 4,459 (83) 

農産物の加工 1,896 (35) 

貸農園・体験農園等 472 (9) 

観光農園 503 (9) 

農家民宿 68 (1) 

農家レストラン 230 (4) 

海外へ輸出 103 (2) 

経営体数

（法人経営体の43％）

農業生産関連事業を
行っている

 ２. （２） ② 農産物販売金額と経営の多角化 

６ 



○ 平成22年の雇用者10人以上の法人経営体数は4,089で、法人経営全体の33％。 

① 雇用者（常雇い及び臨時雇い） 
 人数規模別の法人経営体数（22年） 

（備考）１．農林水産省統計部「農林業センサス」により作成。 
          ２．常雇いとは、主として農業経営のために雇った人で、雇用契約に際し、あらかじめ７か月以上の期間を定めて雇った人のことをいう。 
              臨時雇いとは、日雇、季節雇いなど農業経営のために臨時雇いした人で、手間替え・ゆい（労働交換）、手伝い（金品の授受を伴わない無償の受け入れ 
            労働）を含む。なお、農作業を委託した場合の労働は含まない。また、主に農業経営以外の仕事のために雇っている人が農繁期などに農業経営のため 
            の農作業に従事した場合や、７か月以上の契約で雇った人がそれ未満で辞めた場合を含む。 

② 常雇い人数規模別の法人経営体数（22年） ③ 法人経営体の雇用者数（22年） 

（単位：法人、％）

経営体数

計 12,511 (100)

10人以上 4,089 (33)

うち20人以上 1,804 (14)

うち30人以上 955 (8)

うち50人以上 388 (3)

（単位：法人、％）

経営体数

計 12,511 (100)

10人以上 1,809 (14)

うち20人以上 731 (6)

うち30人以上 376 (3)

うち50人以上 154 (1)

（単位：人）

実人数

雇用者 137,752 

常雇い 67,713 

臨時雇い 70,039 

 ２．（２） ③ 雇用 

７ 



リース方式 

 ○ 参入の全面自由化 
 
 

 
 
 ○ リース期間も最長５０年に延長 

・ リース契約なら、所有と異なり、不適正な利用の場合、 
 契約解除して現状回復できる 
・ 農地価格は、収益価格（リース料の２５年分）の４倍程度 
 であり、所有権取得では投資回収は困難な状況 

〔実 績〕 
 

  法改正後、約３年間で1,071法人がリース方式で参入 

  （改正前（特区制度）の約５倍のペース） 
 

※ なお、改正前の参入企業436のうち79は、採算が合わない 
 等の事情で撤退したところ 

所有方式 

 ○ 農地を所有できる農業生産法人の要件を大幅緩和 

農業者等以外の出資者 
・１出資者当たり        → 廃止 
    １／１０以下に制限 
 
・トータルで           → 加工業者等については 
    １／４以下に制限       １／２未満まで緩和 

  〔実 績〕 
 

○平成24年1月時点で加工業者等が出資している農業生産
法人は、303法人で全体の11％ 

○その法人における加工業者等の出資比率が45％超は29
法人で全体の10％のみ 

 ３．一般法人の農業への参入（平成２１年農地法改正） 

８ 



満たすべき要件 リース方式 
（農業生産法人要件をみたす必要なし） 

所有方式 
（以下の要件を満たす法人を「農業生産法人」と称している） 

法人形態 自由（すべての株式会社もOK） 
株式会社（株式譲渡制限があるものに限る） 
合名会社、合資会社、合同会社、 
農事組合法人（農協法に基づく） 

事業 自由（これまで農業をやっていない法人もOK） 売上高の過半が農業（販売・加工等を含む） 

構成員 自由（農業者以外が100%出資でもOK） 
農業者以外の議決権が、1/4以下（食品製造業者等の
場合は1/2未満）であること 

役員 
・役員の一人以上が農業（販売等を含む）に 
常時従事すること 

・役員の過半が農業（販売・加工等を含む）の常時従
事者であること 
・更にその過半が農作業に従事すること 

その他 

・農地を適正に利用していない場合には賃貸借の
解除をする旨の契約が、書面で締結されているこ
と 

・地域の農業者との適切な役割分担の下に継続
的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること 

 （参考） リース方式と所有方式の比較 

９ 



 ４．農地の流動化推進策  ① 農地の集積が進まない理由 

（備考）１．農林水産省経営局農地政策課調べ 
          ２．規模拡大加算の活用に関する農地利用集積円滑化団体へのアンケート結果（平成22年）より 

○ 農地の集積が進まない理由は都道府県により異なる。 
○ 全国ベースでみると、出し手不足と受け手不足は同程度、最も多いのは面的集積が困難であること。 

  
出し手 
が不足 

受け手 
が不足 

面的集積 
が困難 

事業の 
周知不足 

集落営農の 
法人化が 
進まない 

相対取引 
等が多い 

白紙委任 
に抵抗感 

その他   
出し手 
が不足 

受け手 
が不足 

面的集積 
が困難 

事業の 
周知不足 

集落営農
の 

法人化が 
進まない 

相対取引 
等が多い 

白紙委任 
に抵抗感 

その他 

北海道 27% 12% 14% 0% 2% 12% 8% 26% 京都府 0% 0% 43% 35% 9% 0% 0% 13% 

青森県 21% 16% 33% 7% 12% 0% 2% 9% 大阪府 14% 29% 21% 7% 14% 0% 0% 14% 

岩手県 11% 25% 36% 14% 8% 0% 0% 6% 兵庫県 7% 22% 31% 15% 11% 4% 0% 9% 

宮城県 15% 0% 35% 10% 15% 5% 0% 20% 奈良県 17% 17% 26% 9% 4% 0% 0% 26% 

秋田県 10% 5% 14% 19% 14% 29% 0% 10% 和歌山県 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

山形県 12% 6% 18% 0% 24% 0% 0% 41% 鳥取県 0% 18% 55% 9% 0% 9% 0% 9% 

福島県 7% 13% 30% 20% 17% 3% 0% 10% 島根県 13% 13% 30% 10% 10% 3% 0% 20% 

茨城県 18% 16% 24% 16% 7% 0% 2% 18% 岡山県 3% 24% 39% 15% 6% 0% 3% 9% 

栃木県 21% 24% 38% 10% 3% 0% 0% 3% 広島県 21% 14% 21% 14% 7% 7% 0% 14% 

群馬県 13% 17% 27% 7% 17% 0% 0% 20% 山口県 9% 17% 22% 9% 26% 9% 0% 9% 

埼玉県 3% 20% 31% 6% 17% 3% 0% 20% 徳島県 14% 28% 35% 9% 9% 0% 0% 5% 

千葉県 17% 12% 25% 10% 6% 0% 0% 31% 香川県 4% 12% 32% 4% 8% 4% 4% 32% 

東京都 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 愛媛県 8% 18% 26% 11% 18% 0% 0% 18% 

神奈川県 17% 17% 50% 0% 0% 0% 0% 17% 高知県 22% 15% 40% 2% 7% 0% 4% 11% 

山梨県 8% 25% 25% 17% 4% 0% 0% 21% 福岡県 25% 13% 27% 10% 8% 0% 6% 11% 

長野県 8% 15% 35% 23% 13% 0% 0% 8% 佐賀県 22% 33% 22% 11% 0% 0% 0% 11% 

静岡県 8% 13% 29% 16% 11% 0% 3% 21% 長崎県 16% 23% 29% 13% 3% 0% 3% 13% 

新潟県 18% 13% 33% 0% 18% 3% 0% 15% 熊本県 8% 13% 17% 21% 29% 4% 0% 8% 

富山県 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 大分県 8% 20% 36% 12% 16% 0% 0% 8% 

石川県 36% 7% 36% 0% 14% 0% 0% 7% 宮崎県 15% 8% 38% 23% 8% 0% 0% 8% 

福井県 0% 29% 57% 0% 14% 0% 0% 0% 鹿児島県 24% 4% 32% 12% 12% 0% 0% 16% 

岐阜県 0% 17% 25% 17% 25% 0% 0% 17% 沖縄県 29% 3% 24% 12% 10% 0% 0% 22% 

愛知県 10% 10% 10% 25% 5% 0% 0% 40% 

三重県 13% 13% 33% 13% 11% 2% 0% 15% 
全国計 15% 15% 29% 11% 11% 2% 1% 16% 

滋賀県 7% 7% 21% 36% 14% 0% 0% 14% 
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農地集積協力金 ６５億円（６５億円） 

 
 
 
 

［交付対象者］  
 農地利用集積円滑化団体等を通じて、面的集積

（連坦化）するために利用権を取得した農業者 

［交付単価］ 
  ２万円／10a 

規模拡大交付金１００億円（１００億円） 集落・地域における徹底した話し合いにより、市町村が集
落・地域ごとの「人・農地プラン」を作成 

※ 人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体への
農地の集積範囲が定められた場合には、その範囲内で
利用権が設定されれば、規模拡大交付金の面的集積
要件を満たしたことになります。 

 
※ 交付対象作物に制限はありません。 

出し手に対する支援 受け手に対する支援 

２５年度：１６５億円（１６５億円） 

 
 
 
 

① 経 営 転 換 協 力 金  

0.5ha以下     
0.5ha超2.0ha以下  
2.0ha超  

[貸付等を行う面積] [交付単価]（※） 

： 30万円／戸 
： 50万円／戸 
： 70万円／戸 

 
 
 
 

② 分散錯圃解消協力金 

[交付単価]（※） 

５千円／10ａ 

［交付対象者］ 
「人・農地プラン」に位置づけられた中
心経営体の農地の連坦化に協力して
いただく 
① 中心経営体の経営耕地に隣接す

る農地の所有者 
② 中心経営体の経営耕地に隣接す

る農地を借りて耕作していた農業
者 

［交付対象者］  
土地利用型農業からの経営転換など
をきっかけに「人・農地プラン」に位置
づけられる中心経営体への農地集積
に協力していただく 
① 土地利用型農業から経営転換す

る農業者 
② 農業部門を減少させ経営転換する

農業者 
③ リタイアする農業者 
④ 農地の相続人 

※

市
町
村
へ
の
交
付
単
価
で
す
。 

○ 25年度から土地利用型作物に加え、樹園地、野菜畑等（土地
利用型農業以外）の円滑な経営継承を交付対象に追加します。 

○ 地域での話し合いを通じた合意形成等により、認定農業者等の地域の中心となる経営体への農地の利用
集積を促進。                                          

 ４．② 出し手・受け手への支援 
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役割 役割 役割 

○ 農地に関する情報を掌握し、農
地の有効利用の観点から権利移
動の許認可・あっせん等を行う、市
町村の独立行政委員会 

○ 農地の出し手の代理人として、 
 受け手を探し、契約を結ぶ市町村 
 段階の団体 

○ 農地の中間的受け皿となる 
 県段階の団体 

組織数 

○ １,７１３委員会 

組織数 

○ １,７４０団体 
（市町村：３割、市町村公社：１割、農協：５割） 

組織数 

○ ４７法人（各都道府県農業公社） 

実績 
H１５  １１,５２４ha 
H２０  １３,０９７ha 
H２１  １２,５０５ha 
H２２   ７,９４７ha 
H２３   ８,０２７ha 

実績 

H２２ ： １８,１０２ha 
H２３ ： ３２,０４９ha 

農業委員会 
＜市町村の独立行政委員会＞ 

（S.26～） 

農地利用集積円滑化団体 

（H.22～） 
農地保有合理化法人 

（S.45～） 
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 ４．③ 農地流動化のための組織 

H１５    ９７,８００ha 
H２０   １２７,２４４ha 
H２１   １３５,０５４ha 
H２２   １１７,０８６ha 
H２３   １２６,６７９ha 

農業委員会による利用調整の実績 

利用権の再設定を含んでお
り、利用権純増分は、これの一
部 



 （参考）農業委員会の性格と業務 

○ 農業委員会は、農業委員会法に基づく市町村の独立行政委員会 
○ 全国 1,743 市町村のうち、1,699 市町村で 1,713 の農業委員会が設置 
○ 委員は、選挙による委員と選任による委員（団体代表及び市町村議会推薦）からなる 

○ 所掌事務は、１．農地法等に基づく許可事務等 
             ① 農地の権利移動の許可 
             ② 都道府県知事の農地転用許可に関しての意見具申  等 
             ２．農地のあっせん 
               ３．農業及び農民に関し、意見公表、行政庁への建議  等 
○ 平成16年の農業委員会法改正、平成21年の農地法改正により、農業委員会の役割は 
   大きく変化 

 
（従来） 
個別の申請等を前提とす
る受け身の業務が中心 
 
 
 

 地域全体としての農業振興に積極的に関与する能動的な業務を追加 
（平成16年農業委員会等に関する法律改正後） 
 ・農地の利用の集積 
 ・法人化その他農業経営の合理化 
 

（平成21年農地法改正後） 
 ・地域の農地利用状況の調査 〔毎年1回調査〕 
 ・遊休農地の所有者に対する指導・勧告等 
 ・地域の農業者の徹底した話し合いによる人・農地プラン（地域の中心経営 
   体を明確にし、そこに農地を集積していくプラン）の作成にも積極的に関与 
 

※ なお、農業委員会の業務や審議過程を透明化するため、ほぼ全ての 
 農業委員会で以下の取組を実施 

①総会等の審議過程を詳細に記録した議事録を作成・公開 
②許可のポイントや申請に必要な書類、記載マニュアル等を作成・公開 
③農業委員会活動の目標とその達成状況を作成・公開 

 

・ 農地の権利移動の許可 
 

・ 都道府県知事の農地転
用許可に関しての意見
具申 
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◎ 今後の中心となる経営体（個人、法人、集落営農）はどこか 

◎ 中心となる経営体へどうやって農地を集めるか 

◎ 中心となる経営体とそれ以外の農業者（兼業農家、自給的農家）を 

 含めた地域農業のあり方（生産品目、経営の複合化、６次産業化） 

３ 人・農地プランは、随時、見直すことができます。 

１ 人・農地プランは、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。 

２ 人・農地プランには、様々なメリットがあります。 

☆ 集落・地域が抱える「人と農地の問題解決」のため、 
         集落・地域における話し合いによって、 

などを決めていただきます。 

〈集落における話し合いにあたって〉 
○ 人・農地プランの範囲は、集落や自治会等のエリア

が基本ですが、地域の実情に応じて複数集落やもっ

と広いエリアでも可能です。 

○ 地域の将来に関する話し合いですので、経営主だ

けでなく奥さんや息子さんも積極的に参加して下さ

い。 

☆ 人・農地プランに位置付けられると、 

◎ 青年就農給付金（経営開始型） 
  （原則45歳未満で独立・自営就農する方） 

   ※準備型（研修中）は、人・農地プランと関係なく給付します 

◎ 農地集積協力金 
  （中心となる経営体に農地を提供する方） 

◎ スーパーＬ資金の当初５年間無利子化 
  （認定農業者） 

〈早期の人・農地プラン作成が重要〉 
○ 新規就農は、時期を問わないので、支援を受けるた

めには、早めに人・農地プランの作成に向けた話し

合いを始めることが必要です。   

といった支援を受けることができます。 

☆ 最初からパーフェクトなプランにする必要はありません。 

◎ 新規就農者が新たに出てきたとき 

◎ 集落営農・法人を立ち上げ、中心となる経営体となるとき 

◎ 引退を決意して農地集積協力金をもらおうとするとき 

などは、見直せば、２のメリットを受けられます。 

〈新規就農者の人・農地プランへの位置付け〉 

○ 新規就農者は、人・農地プランに位置付けられるこ

とが見込まれれば、青年就農給付金の支援を受ける

ことができます。 

☆ 一旦プランを決めても、 
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 ４．④ 人・農地プランの概要 



○ 24～25年度の２年間で、人・農地プランの作成意向のある市町村の全てで作成されることが目標。          

○ 25年６月末現在で人・農地プランの作成に至った市町村は1,331市町村と、プラン作成意向のある市町村（1,573）の85％ 
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 ４．⑤ 人・農地プランの進捗状況 

地域数

1,573 1,537 1,402 1,332 1,331 -

（100%） （98%） （89%） （85%） （85%） -

16,462 - - - - 7,979

（100%） - - - - （48%）

※人・農地プランの作成に至っている市町村数は、当該市町村の地域の中に、既に人・農地プランが作成されたところがある市町村の数。

注：（　　）書きは、人・農地プランを作成しようとしている市町村数または地域数に対する割合。

都道府県名

人・農地プランを作
成しようとしている市
町村数

左の進捗状況
集落・地域への説明
を概ね終了している
市町村数

集落・地域での農業
者の話合いが始
まっている市町村数

人・農地プランに関
する検討会の開催
に至っている市町村
数

人・農地プランの作成に至っている市町村
数※

全国計
《市町村数》

地域数



・ 所有者・借受者の氏名、住所 

・ 農地の所在、地番地目、地積 

・ 地域区分（農振農用地等） 

・ 賃貸借等の設定状況 

 （権利の種類、期間、賃借料等） 

・ 遊休農地の措置状況 

 （利用状況、指導履歴等） 

・ 納税猶予の適用状況 

農地基本台帳 

 

・ 地番図 

・ 航空写真 
 

（4割の農業委員会で
導入済み） 

「農地地図情報シ
ステム」の導入 

○ 農業委員会は、 
  ① 農地の権利移動の許可等法令業務の執行に要する基礎資料として 
  ② 遊休農地の発生防止・解消等の構造政策の推進に活用するため 
  農地基本台帳を整備 

○ 耕作者別の経営農地の色分け（事例１） 
○ 経営者の年齢別の農地の色分け（事例２） 
○ 利用権設定の終期ごとの色分け（事例３） 

「電算処理 

 システム」 

  の導入 

「農地地図情報 
システム」まで 

整備すると、情報を 

地図化して見ることが可
能になる 

（すべての農業委員会で整備済み） 

（9割の農業委員会で 
 導入済み） 
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 ４．⑥ 農地基本台帳 



 （事例１） 耕作者別の経営農地の色分け 

黄・・・耕作者A 
緑・・・耕作者B 
青・・・耕作者C 
をそれぞれ表す 

見 本 
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 （事例２） 経営者の年齢別の農地の色分け 

色つきの筆は 

経営者の年齢が
７５歳以上で 
あることを表す 

見 本 
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 （事例３） 利用権設定の終期 

出典：長野県農業会議「農地地図情報システム（GIS）活用事例集」（平成20年３月） 19 



 ５．耕作放棄地等の解消・発生防止 
  ① 耕作放棄地等の状況 

客観ベース 

○ 荒廃農地 
   市町村による客観ベースの調査 

主観ベース 

○ 耕作放棄地（農林業センサス） 
   農地所有者（農村在住者）の主観ベースの調査 

平成12年 34.3万ha 

平成17年 38.6万ha 

平成22年 39.6万ha 

（単位：万ha） 

荒廃農地の全国の
面積 

全 域 を 調 査 し た
1,286市町村の 

荒廃農地の面積 

Ｈ22農林業センサスの耕作放棄地の 

全国面積 

全域を調査した1,286市町村のＨ22農林業
センサスの耕作放棄地の合計面積 

× ＝ 

注：１ 「荒廃農地」とは、「現に耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作

物の栽培が客観的に不可能となっている農地」。 

  ２ 「再生利用が可能な荒廃農地」とは、「抜根、整地、区画整理、客土等により再生することに

より、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる荒廃農地」。 

  ３ 「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」とは、「森林の様相を呈しているなど農地に復元す

るための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状況から見て、その土地を農地

として復元しても継続して利用することができないと見込まれるものに相当する荒廃農

地」。 

  ４ 「再生利用された面積」とは、「耕作放棄地再生利用緊急対策等の実施により再生利用された

荒廃農地の面積」 

  ５ 推計値の算出方法は以下のとおり（被災市町村等を除く）。  

－

再生利用が可能
な荒廃農地

再生利用が困難
と見込まれる荒
廃農地

28.4 14.9 13.5

　再生利用
  された面積

　 荒廃農地
　 面積計

平成20年

平成21年 28.7 15.1 13.7 0.6

平成23年
（実績値）

27.8
(25.1)

14.8
(13.8)

13.0
(11.4)

1.2

平成22年 29.2 14.8 14.4 1.0

  注 「耕作放棄地」とは、「以前耕作していた土地で、過

去1年以上作物を作付けせず、この数年の間に再び作

付する意思のない土地」。 
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毎年１回、農地 
の利用状況を 

調査 

指導の実施 

 1年以上耕作さ
れておらず、か
つ、今後も耕作
される見込み
がない 

 
 周辺地域の農

地と比較して、
利用の程度が
著しく劣ってい
る 

 

遊休農地で 
ある旨の通知 

指導に 
 
従わない 
 

所
有
者
等
に
よ
る
利
用
計
画
の
届
出 

必要な措置
の勧告 

○ 農業委員会が毎年１回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に対する指導、通知、勧告を実施。 
○ 勧告に従わない場合には、最終的に都道府県知事が裁定を行い、利用権を設定できるよう措置。 
○ 所有者が分からない遊休農地（共有地の場合はその全員が分からない場合）については、公告手続で対応。 

農地所有者
等に対して、 
 

① 自ら耕作
するか 

② 誰かに貸
し付ける
か 
 

等を指導 

遊休農地 

都 

道 

府 

県 

知 

事 

の 

裁 

定 

 ５．② 農地法に基づく遊休農地に関する措置の概要   

所有者を確知でき
ない旨を公告 

  

 内容が
不適切 

 

 届出が
ない 

 

 計画通り
行動しな
い 
 

所 

有 

権 

移 

転 

等 

の 

協 

議 

（利
用
希
望
者 

⇔
 

所
有
者
等
） 

協
議
が
不
調
の
場
合
、 

都 

道 

府 

県 

知 

事 

の 

調 

停 

（平成２１年農地法改正） 
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所有者が 

確知できない 

3万件（3%） 

人員不足 

36万件（35%） 

受け手が 

見つからない 

31万件（31%） 

利用関係 

を調整中 

15万件（15%） 

指導を 

後回し 

9万件（9%） 

その他 

7% 

 ５．③ 指導に未着手の理由 

 指導が必要なもの                 136万件 
 

 （１）  指導に着手                            38万件（26%） 
 

 （２）  指導に未着手 （右図）           98万件（66%） 
 

     ア 所有者が確知できない       3万件 
      （不在村地主等） 

      所有者又は利用者が不明 
       所有者の所在が不明 
       権利関係が錯綜        
 

     イ その他              95万件       
        ・ 対象の件数が多く、人員不足のため対応できない 
       ・ 受け手を探しているが、見つからない 
       ・ 円滑化団体等との連携など、利用関係を調整中 
       ・ 当面、解消見込みがないので、後回しにしている 
        ・ その他 
 

               

資料：農林水産省経営局農地政策課調べ（平成24年10月時点） 

指導に未着手のものの理由 
（98万件の内訳） 

 
 
 

理由があって指
導できない 

注：理由があって指導できない具体的な理由は、複数回答があるため、 
  件数の合計値は95万件を上回る。 
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１ 

  市街化区域では農地はいずれ宅地化していくと
いう想定なので、宅地並み課税 

 
  ○ 農地の評価は 
    「宅地の価格 － 造成費相当額」 
 
  ○ 耕作放棄しても同じ評価 

固定資産税 

  市街化区域の農地 

  それ以外の農地 

 ○ 農地の評価は、農地としての売買価格 
 
 ○ 耕作放棄したからといって宅地になるわけでは

なく（そもそも転用許可が必要）、原野状態とな
るため、資産価値の評価は農地より下がる 

 
 ○ 固定資産税の性格からして、宅地並み課税とい

うことにはならない 

   農地を相続した場合、相続人が農業を継続してい
れば、相続税の納税を猶予する制度あり 

 
  ○ 一部でも耕作放棄すれば、納税猶予は打ち切り

（耕作放棄の面積が２０％を超えると全額打ち切
り）となり、利子をつけて納税義務 

相続税 

    相続税の基礎控除（２４年度 ５千万円＋１
千万円×法定相続人の数）の範囲内に収ま
る場合は、納税猶予を利用する必要がない
ので、納税猶予の適用農地は、都市部中心
に４万ｈａ（農地４５５万ｈａの１％程度）に過ぎ
ない 

  ○ 相続人が農地を担い手に貸し付けた場合に
は、納税猶予は継続 

 ６． 農地に関する税制        
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 ７．法人等の担い手向け融資・出資・税制 

 スーパーＬ資金（日本政策金融公庫の低利資金） （平成６年～） 

○ 人・農地プランに中心経営体として位置付けられた認定農業者が借り入れるスーパー
Ｌ資金は、貸付当初５年間 実質無利子化 （償還期限：25年以内） 

○ 25年度融資枠：1000億円 
○ 貸付限度額  個人： ３億円（複数部門経営等は６億円） 
            法人：10億円（常時従事者数に応じて20億円） 
  ※24年度補正予算より２倍に拡大 

○ 農業法人の信用力の向上、経営権や財務の安定化等のために、アグリビジネス投
資育成（株）が農業法人に対して出資 

○ 農業者戸別所得補償交付金等を積み立てた場合、所得の計算上、 
 この積立額を、個人は必要経費に、法人は損金に算入可能 
○ 積み立てた準備金を５年以内に取り崩して、農用地や農業用機械等の 

 固定資産を取得した場合、圧縮記帳が可能 

 農業経営基盤強化準備金制度 

 アグリビジネス投資育成（株）の出資 （平成14年～） 

融 
資 

税 
制 

出 
資 
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（備考）農林水産省統計部「農業構造動態調査（概数値）」（組替集計）により作成。 

（万人）

100％　シェア ０％　 １％　 ３％　 ６％　 14％　 30％　 46％　

１７７.８　人数　　（万人） ０.１　 ２.５　 ５.９　 ９.８　 ２５.５　 ５２.５　 ８１.５　

50～59 60～69 70歳以上

年齢階層別の基幹的農業従事者数（平成24年）

計
15～19歳 20～29 30～39 40～49

0

20

40

60

80

100

15～19歳 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上

65歳以上 

106万人 

（60%） 

40代以下 

18万人 

（10%） 

 

○ 平成24年の年齢構成を見ると、70代以上が46％、30代以下は5％（40代を加えても10％）という著しくアンバ
ランスな状況。 

 ８．新規就農対策 ①農業従事者の年齢構成        
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倍 
増 

土地利用型作物  ３６８万ha   
 （平成22年耕地及び作付面積統計） 

主業農家 
 約５４万人 
  
 
 野菜  ６万戸 
 果樹  ４万戸 
 畜産等 ５万戸 
 複合 １２万戸 
(平成23年農業構造動態調査) 
 

法人における基幹的農業従事者 
 約６万人    

(平成22年農林業センサスより試算）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

基幹的農業従事者により担う面積 
 ２９４万ha 

（全体の大宗（８割）） 

  約３０万人が必要   約６０万人が必要 

野菜・果樹等 

 
     約９０万人の基幹的農業従事者が必要 

↓ 
     ２０歳～６５歳の年齢層で安定的に担うためには、 

     毎年、平均して約２万人の青年層が新規就農し、農
業を継続していくことが必要 

 
 
 
 
 

 

基幹的農業従事者１人が１０ha耕作 
すると仮定して  約３０万人 

自給的 
農家等                                                                                               

年間１万人 

近年の４０歳未満の新規
就農者は約１５千人程度
であるが、３割程度は就
農後離農 

基幹的農業従事者と
して定着するのは約
１０千人程度 

年間 
   2万人確保 

【本対策の目標】 

【現状】 

青年新規就農者の確保目標 基幹的農業従事者の必要数 

青年新規就農者 
毎年２万人確保 

「農の雇用事業」 
（年間最大1２０万円）  

 
農業法人への雇用就農の
促進         

「青年就農給付金」 
（年間150万円） 

 
就農準備段階・経営開始
直後の所得確保等による
就農意欲の喚起と定着の
促進 

（１戸に基幹的農業 
従事者２人と仮定） 

現在の基幹的 
農業従事者数 
１８６万人 
（平成23年農業構造動態調査） 

 
うち６５歳以上５９％ 

   ４０歳未満  ５％                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ８．②新規就農者の確保目標の考え方       

○    持続的で力強い農業構造を実現するには、今後基幹的に農業に従事する者は約90万人(現在の半分程度)必要であり、 
   これを65歳以下の年齢層で安定的に担うには、毎年約２万人の青年層の新規就農者・経営継承者を確保する必要。 
○  近年の青年層の新規就農者・経営継承者は約1.5万人程度であるが、定着しているのは約１万人であり、これを倍増させ 
     ることが必要。 
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所得の確保 
 
 

就農準備 
（高校卒業後を支援） 

就農開始 

法人正職員としての就農 独立・自営就農  （※） 経営確立 

法人正職員として最低賃金以上を
確保 

技術の習得 農業経営者育成教育の 
レベルアップのための助成       

青年就農給付金（準備型） ① 

 
・県農業大学校等の農業経営者育成
教育機関、先進農家・先進農業法人
で研修を受ける場合、原則として４５
歳未満で就農する者に対し、研修期
間中について 

・年間150万円を最長２年間給付 

○研修終了後１年以内に、独立・
自営の経営開始又は農業法人等
へ就農しなかった場合、及び給付
期間の１．５倍（最低２年）以上就
農を継続しない場合は全額返還 

最低賃金 
（約820円×1800時間） 

の確保 

機械・施設の 
導入 

 
 

スーパーＬ資金 就農支援資金（無利子） 

経営体育成支援事業 
経営の複合化、多角化
等に必要な物を含む 

青年就農給付金（経営開始型）② 

・人・農地プラン（東日本大震災の津波被災市町村
が作成する経営再開マスタープランを含む。）に位
置付けられている（又は位置づけられると見込まれ
る）原則４５歳未満の独立・自営就農者について 

・年間150万円を最長５年間給付 

○市町村等が適切な就農をしていないと判断した
場合は打ち切り 

○所得が250万円以上ある場合は給付しない 

※親からの経営継承（親元就農から５年以内）
や親の経営から独立した部門経営を行う場合
も対象 

                          
                                  

農地の確保 
就農相談 

農地利用集積円滑化事業等により農地
利用を確保 

就農しようとする市町村等とよく相談し、 
人・農地プランに位置付けてもらい、 
・農地利用の目途をつける 
・法人正職員としての就農の内定を 
もらうなどの事前準備を支援。 
 

法人側に対して農の雇用事業 ③ 

1)法人に就職した青年に対する研修
経費として年間最大120万円を助成
（最長２年間） 
 
2)法人等の職員を法人の次世代経営
者として育成していくために先進法人・
他産業へ研修派遣する経費を助成
（月最大10万円、最長２年間） 
    

 ８．③ 新規就農対策の全体像        
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 ９．農業構造改革の推進のために必要なこと 

農業界と経済界の連携・協力 
（対立構造からの脱却） 

 

 ○ 企業の農業参入 
 
 ○ 先端モデル農業の確立 
 （例） ・ 低コスト生産技術体系の確立 
     ・ ICTを活用した効率的生産体制の確立 
     ・ 低コスト農業機械・ロボットスーツ等の開発 
 
 ○ 農業経営者教育 
 
 ○ 食品の流通・加工業界の競争力強化（食品デフレからの脱却） 
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